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益城町地域公共交通計画策定支援業務委託プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

 本業務は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、本町における地域公

共交通の活性化と再生を総合的・一体的に推進するための「益城町地域公共交通計画」（以

下、「本計画」という。）の策定を支援するものである。 

本町では、平成２８年熊本地震以降の社会基盤整備（土地区画整理事業、都市計画道路

整備事業等）の進展や県道熊本高森線４車線化事業の完了に伴い、都市構造が大きく変化

してきている。こうした変化に対応し、住民の移動ニーズに応えるため、交通空白地の解

消と町民の移動手段の確保、さらには、まちの賑わい創出に資する公共交通網の形成が課

題となっている。このため、その将来像と基本方針を定める本計画の策定が必要である。 

ついては、本業務を専門的知識に基づき、円滑、効率的かつ適切に実施するため、委託

事業者を企画提案（プロポーザル）方式により募集し、最適な者を選定することを目的と

する。 

 

２．業務概要 

（１）業務名  

益城町地域公共交通計画策定支援業務委託 

（２）業務内容 

別紙「益城町地域公共交通計画策定支援業務委託仕様書」のとおり 

（３）履行期間 

契約締結の日の翌日から令和９年３月２６日（金）まで  

（４）業務の予算額（見積限度額） 

金６，４２４，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３．参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。なお、

必要に応じて本町から確認資料の提出を求めることがある。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

ものであること。 

（２）手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営

状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 
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（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更正手続開始の申立て

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく、再生手続

開始の申立ての事実がある等、経営状態が著しく不健全であると認められる者でな

いこと。 

（４）民事保全法（平成元年法律第９１号）の規程に基づく民事保全の手続が常態として

行われているものと認められるものでないこと。 

（５）暴力団による不当な行為防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者でないこと。 

（６）直近５年間において、地方公共団体又は国や地方公共団体が設立した協議会等が発

注した公共交通に関する計画策定業務、交通計画等に関する調査業務、公共交通計

画に深く関連する各種計画策定業務の受託の実績を有していること。 

（７）益城町と円滑な連絡調整ができる本社、支社又は営業所等業務の拠点を熊本県内に

有していること。 

 

４．プロポーザル実施スケジュール 

 ・公募開始（ＨＰ掲載）  令和８年４月 １日（水） 

 ・参加表明書等の提出期間 令和８年４月 １日（水）～４月１０日（金）午後５時まで 

 ・質問書受付期間     令和８年４月 １日（水）～４月１７日（金）午後５時まで 

 ・質問回答期日      令和８年４月２１日（火） 

 ・参加承認通知日     令和８年４月１４日（火） 

 ・企画提案書等の提出期間 令和８年４月１４日（火）～４月３０日（木）午後５時まで 

 ・プレゼンテーション審査 令和８年５月中旬頃予定 

※詳細な日時・場所については、別途通知する。 

 ・審査結果の通知     令和８年５月中旬（予定） 

 ・契約締結        令和８年５月下旬（予定） 
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５．質問書の受付及び回答 

 本プロポーザルに関する質問がある場合は、次のとおり提出すること。 

（１）受付期間  令和８年４月１日（水）～４月１７日（金）午後５時まで 

（２）質問方法   ①質問は、質問書（様式第８号）を電子メールにて提出すること。 

（件名に「益城町地域公共交通計画策定支援業務に関する質問」と 

すること。） 

②審査に関する質問には応じない。 

③提出先：益城町地域公共交通会議事務局 

（益城町役場企画財政課復興企画係内） 

E-Mail：fukkoukikaku@town.mashiki.lg.jp 

（３）回答期日  令和８年４月２１日（火） 

提出された質問の回答は、質問内容と合わせ、質問者名等を伏せ、 

益城町ホームページに掲載する。 

 

６．参加表明書等 

（１）受付期間  令和８年４月１日（水）～４月１０日（金）午後５時必着 

（２）提出書類等 

① 参加表明書（様式第１号） 

② 会社概要 （様式第２号） 

③ 委任状  （様式第３号）※委任状が必要な場合に提出すること。 

④ 業務経歴書（様式第４号） を各１部 

（３）提出方法  持参（閉庁日及び業務時間外は受け付けない。）又は郵送による。 

（４）提出先   益城地域町公共交通会議事務局 

（益城町役場企画財政課復興企画係内） 

〒861-2295 熊本県上益城郡益城町大字宮園７０２番地 

（５）参加承認等 

本プロポーザル参加承認の可否の連絡は、参加表明書に記載されたメールアドレス

あてに電子メールで通知する。 

（６）参加資格の喪失 

資格審査通知後に、参加資格を満たした者が次のいずれかに該当した場合は、失格

とし、本プロポーザル参加資格を喪失するものとする。 

① 前記３の資格要件を満たさなくなったとき。 
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② 参加表明書等の虚偽の記載をしたとき。 

（７）参加辞退等 

参加表明書等提出後に、何らかの理由で参加を辞退する場合、辞退届（様式第９号）

を事務局に提出するものとする。 

（８）参加承認等 

資格要件を満たす者（以下「参加者」という）には企画提案書の提出を求めるもの

とし、電子メールと文書にて通知をする。 

※参加承認通知  令和８年４月１４日（火）午後５時までに通知する。 

 

７．企画提案について 

（１）受付期間  令和８年４月１４日（火）～４月３０日（木）午後５時必着 

（２）提出書類等 

① 様式規格は、原則としてＡ４規格縦として作成すること。 

② 文字サイズは、１１pt以上とすること。 

③ 図、絵、写真等の使用は可とする。 

④ 企画提案書に用いる言語及び通貨は、日本語及び日本円とすること。ただし、やむ

を得ず外国語で記載するものについては、その日本語訳を付記すること。 

⑤ 企画提案書、業務の実施方針及び業務フローには、会社名等が特定できないよう留

意すること。 

提出書類 様式等 提出部数等 

企画提案書 様式第５号 原本１部 

企画提案内容 

 

様式任意 

※仕様書に示している業務内容について提案する

とともに、独自の企画提案を記載すること 

原本１部 

写し８部 

業務実施方針・業務フロ

ー 

様式任意 

工程計画 様式任意 

業務実施体制 様式第６号 

配置予定技術者調書 様式第７－１号、様式第７－２号、様式７－３号 

見積書及び見積内訳書 様式任意 
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（３）提出方法  持参（閉庁日及び業務時間外は受け付けない。）または郵送による。 

（４）提出先   益城町地域公共交通会議事務局 

（益城町役場企画財政課復興企画係内） 

〒861-2295 熊本県上益城郡益城町大字宮園７０２番地 

 

８．選定方法 

 選考委員会において審査を行い、候補者を選定する。 

（１）審査の方法 

参加資格を有すると判断された業者について、提案書等書類及びプレゼンテーショ

ン（１事業者につき３０分程度（最初の２０分以内で提案者による説明、その後質疑

応答））による審査を行う。 

（２）審査の基準 

   審査にあたっては、評価表に記載した点を総合的に判断し、評点方式にて選定を行 

う。なお、得点が同点数となった場合には、評価項目「企画提案内容」の評点が高い

事業者を上位とする。また、審査を行った結果、評価（合計）が６５点を超える事業

者がいない場合には、どの事業者も候補者とはしない。 

（３）プレゼンテーションの実施日程 

   プレゼンテーションの実施日は、令和８年５月中旬頃を予定しており、詳細につい

ては、別途企画提案者宛通知する。 

（４）審査結果 

   審査結果は参加事業者に別途通知する。なお、審査経過については一切公表しない。 

（５）質問等 

企画提案の審査にて最優秀者に選考されなかった者は、審査結果が公表された日の

翌日から起算して７日（土日祝日を含まない）以内に、書面により選考委員会に対し

て被選定理由の説明を求めることができる。 

また、選考委員会は説明を求められた場合、書面による質問等の提出期限日の翌日

を起算して１０日以内に書面により回答を行う。 
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評価表（予定） 

審査項目 判断基準 配点 

内

容

評

価 

業 

務 

実 

施 

能 

力 

業務体制等 ①事業者は本業務を遂行するにあたり有効な実績を有して

いるか。 

②担当者は本業務を遂行するにあたり有効な経歴と資格を

有しているか。 

③業務を遂行するのに十分な体制が確保されているか。 

④本町担当職員との円滑な調整、打合せが可能であるか。 

１５点 

企 

画 

提 

案 

内 

容 

業務目的 

の理解 

本業務の背景、目的を的確に理解しているか。 １５点 

業務遂行 

方針 

①町の地域特性や課題を的確に把握した提案がなされてい

るか。 

②実現性の高い計画とするための具体的な方策が示されて

いるか。 

③独創的・画期的な提案がなされているか。 

④作業工程に無理がなく、作業手順は効率的なものであるか 

３０点 

ヒアリン

グ評価点 

プレゼンテ

ーション 

①業務に取り組む強い意欲、積極性が感じられるか。 

②発表の構成力に優れ、根拠や知識・技術力の裏づけなどに

より説得力があるか。 

③コミュニケーション能力が高く、分かりやすく、明確に素

早い対応ができるか 

２５点 

価格評価 業務に対して見積金額が適切か。 １５点 

合計  １００点 
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９．契約 

（１） 審査により決定した業者を委託先候補とし、詳細な業務内容及び契約条件について、

本町と協議・合意したのちに委託契約を締結する。なお、その後の協議において企

画案の一部を変更する場合もある。 

（２） 契約にあたっては、契約書を２通作成し、各１通を保有する。 

（３） 委託費の支払いについては、令和８年度末に、すべての業務を完了し、関係書類等

の検査終了後に、全額を支払うものとする。 

 

１０．その他 

（１） 提出された企画提案書等は、返却しない。 

（２） 提出された企画提案書等は、本業務委託候補者の選定を行う作業に必要な範囲で複

製することがある。 

（３） 提出された企画提案書等は、本業務委託候補者の選定の目的以外に提出者に無断で

使用しない。 

（４） 本プロポーザルに要する費用は、すべて参加者の負担とする。 

（５） 参加表明書及び企画提案書等に虚偽の内容が記載されている場合は、失格とする。 

（６） 審査の公平性を害する行為を行ったものは失格とする。 

（７） 提出期限後の参加表明書及び企画提案書等の差し替え、再提出は認めない。 

（８） 提出された書類は、公平性、透明性及び客観性を期するため公表することがある。 

（９） 本業務を遂行するにあたり、業務の全てを実施体制表以外の特定の業者に再委託し

てはならない。 

（１０）電話や電子メール等の通信事故については、益城町はいかなる責任も負わない。 

 

１１．書類提出先及び問い合わせ先 

・所在地    〒861-2295 熊本県上益城郡益城町宮園７０２番地 

・担当部署     益城町地域公共交通会議事務局（益城町役場企画財政課復興企画係内） 

・担当者      下田 

・電話番号   096-286-3223 

・電子メール fukkoukikaku@town.mashiki.lg.jp   


